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第６章　精神科アドボケイトが困ったこと

１． 面会前

１） パートナーと時間通りに会えなかった
　まず事務局から事前に送られている「当日の待ち合わせについて」のメールを確認します。次にパートナーと時
間通り落ち合えていないことを事務局へ報告し指示を仰ぎます。当初バス停での待ち合わせになっていたのに病
院玄関で待っていたなど、誤解が解けて会えることもあります。この際、相談者や面会に協力いただいている病院
関係者などとの約束の時間に遅れてしまう可能性があります。事務局と相談のうえ、必要に応じて各所へ連絡を
していきます。時間通りに会えないことは普段の生活でも十分あり得ることで焦ってしまいやすいのですが、落ち着
いて対応していきます。

2） 急遽ひとりで行かないといけなくなった
　パートナーが諸事情で同行できなくなり急遽ひとりで面会に臨まないといけなくなることもあります。相談者の状
況によって対応が異なるため、まずは事務局へ一報を入れ指示を仰ぎます。事務局と連絡がつかない場合は、無
理をせず面会は中止として、日を改める旨、相談者や病院関係者に連絡を取っていきます。

3） 初めての人と一緒に行くことになった
 面会活動を始めたばかりの人がパートナーになることもあります。面会する入院者と会う前に本日どのような話を
するのか、面会の目的や進め方、役割分担について打ち合わせをしておきます。
 パートナーと早く打ち解けるには、基本的なことですが自己紹介や自身の立場、面会活動に参加したきっかけなど、
話しやすいことから自己紹介していくとよいでしょう。

4） 初めて精神科病院に足を踏み入れる
　初めて精神科病院を訪れるなら緊張しても（人によっては怖いと感じても）、おかしくありません。面会する方や
他の入院中の方の言動に違和感をもつこともあるかもしれませんが、多くの方は話してみると本人なりの考え、理
由をもって行動しています。少し時間がかかるかもしれませんが、問題なくコミュニケーションが取れるようになって
いきます。
　また、病院・病棟によっては特有のルールや問題と感じる接遇、病棟特有のにおいなどがすることもあります。そ
の場で指摘したり解決したりできないこともありますが、その違和感をいったん持ち帰って、記録に残します。不明
なことや不安に感じたことなどは同時に事務局へも相談してください。

2． 病院にて（入院者との面会以外）

1） 面会できなかった（面会希望された入院中の方に断られた）
　病院に訪問した際に、面会を希望していたご本人から面会を断られる場合も、時にあります。ご本人の病状や
そのときの気持ち、入院環境などに変化があったのかもしれません。お断りの事情を可能な範囲でご本人や病院
職員に訊いてみるとともに、会えない場合は面会に伺ったこと、また連絡してほしいことをメモにして名刺と共に病
院職員にことづけるのもいいでしょう。人権センターが訪問したことを形にして残すことで、一度断ってもまた依頼し
てもいいのだという安心感を持ってもらえることにもなり、次の機会につながることもあります。

2） 面会できなかった（病院に断られた）

　病院職員に面会の予定が伝わっていなかった場合や、病院職員の判断で面会を断られる場合もあるかもしれ
ません。その場合は、面会を希望した入院中の方・病院職員・人権センターの間で不信感や陰性感情を生まない
ような対応を心がけます。まず病院職員に、予めご本人と面会の約束をしていたことを丁寧にお伝えします。それ
でも面会を断られる場合は、「面会を断られる理由をご存じですか」など、その理由を確認します。病状を理由に
面会がかなわない場合は、面会を希望している入院中の方の意思を確認します。例えば、保護室利用の場合や
身体拘束されている場合でも、ご本人が面会を希望することもあります。その際には、病院職員に面会できるよう
交渉します。それでも難しい場合は、無理せずに面会を見送ります。人権センターが面会訪問したこと、会えなくて
残念に思っていることをメモや名刺を用いて入院中の方に伝えてもらうよう、病院職員に依頼します。事務局に状
況を報告し、次の面会につなげます。

3） 面会に適さない場所・状況で面会せざるを得なかった
　病院によって案内される場所は様々です。面会室ではなく、病室（相部屋）、食堂や廊下のベンチに案内される
こともあります。また、保護室や看護師詰所、観察室に案内される場合もあります。面会中の話を、周囲にいる患者
さんや病院職員が聞いている、または聞こえてしまう状況は、入院中の方が安心して話せないので望ましくありま
せん。できる範囲で、入院中の方が安心して話せる環境を確保できるよう病院職員と交渉します。状況により交渉
が困難な場合は、無理をする必要はありません。望ましい場所ではなくても、可能な範囲で面会を継続し、事務局
に報告します。

4） 病院職員から、人権センターとは何か、何をしに来たのか、たずねられた
　面会に行く際、まずは病院の受付窓口に声をかけます。受付スタッフは、人権センターの名前や役割などを知ら
ない場合があります。人権センターについて問われたときには、冊子を用いるなどして人権センターのおおまかな
内容を説明し、面会に至るまでの経過の概要をお伝えします。具体的には、主に精神科病院に入院中の方を対
象とした電話や訪問による個別相談活動、大阪府下の精神科病院を対象とした病棟訪問活動、相談・訪問活動
から得たことをもとにした政策提言活動について説明します。『声をきく』、『扉を開く』、『社会をかえる』をモットー
に人権擁護活動を行っている団体であることをお伝えします。そして、入院している○○さんの要望で面会に来
たこと、お話を伺ってご本人の希望が実現できるよう支援していくことをお話しします。

5） 実際の状況を見てショックを受けた
　訪問時に、病院職員の言動についてショックを受ける場合があるかもしれません。また、入院中の方が身体拘束
されたままで面会せざるを得ない場合もあります。あるいは、病棟の環境が治療に望ましいものではないと感じる
場合もあるかもしれません。精神科アドボケイトが、人権が尊重されていない状況に対して思うように対応できな
かったと感じ自分を責める必要はありません。面会で感じたことをパートナーと共有して、自分が感じたことを言語
化し、その気持ちも含めて記録に残します。場合によって、事務局から連絡させていただくこともあります。また事
務局に状況を報告することで、気持ちの荷下ろしを行ったり、交流会で経験を共有したりするなど、抱え込まないよ
うにします。
　もし、明らかに人権侵害だと思われる場面に遭遇した場合は、いつ、どこで、誰が、誰に、何をしていたのか、具
体的に記録して、事務局に報告してください。その後は事務局で検討して、対応します。

6） 職員の対応に腹立ちを感じた
　面会時に、病院職員の言動に違和感や腹立ちを抱く場合もあるかもしれません。その場で抱いた「違和感」や
「腹立ちの気持ち」を大事にしながら、そのように感じている自分を客観視する視点も大事にします。病院によって

は、不適切な対応が日常化している場合もあります。入院中の方は病院職員の対応をどう感じているのか、嫌な
思いをしていないか、聴いてみます。一方で、違和感を抱きながら勤務している病院職員もおられます。人権セン
ターの精神科アドボケイトが病院職員の言動を注意深く観察しているのと同様に、病院職員も人権センターの精
神科アドボケイトの様子を見ていることを意識します。精神科アドボケイトの言動が、日頃から違和感を抱いている
病院職員に何らかの「風」を感じてもらうきっかけになるかもしれません。面会終了後にはパートナーと話をすること
により、振返りを行います。また、事務局に状況を報告し今後の面会訪問やその他の活動につなげます。

7） 面会まで待たされた
　予め時間を決めて面会を約束していても、待たされることがあるかもしれません。スケジュールの変更（入浴、診
察、作業療法、外出、病室の変更など）や、面会の予定が病棟で周知されていないなどの理由が考えられます。
その場合は、可能な範囲で理由を確認し、パートナーと相談したうえで時間の許す範囲で待ちます。入院中の方
は、多くの手順を経て面会の機会を待っておられます。待つことが困難な場合は、事務局に電話で状況報告、相
談します（事務局にタイムリーに相談できない場合はパートナーと相談のうえで判断します）。待つことができない
場合は、入院中の方宛に、面会がかなわなかったことの事情をお伝えする内容のメモを作成し、名刺と併せて病
院職員に渡してもらうよう依頼します。また、事務局に状況を報告し、次回の面会につなげます。

3． 病院にて（入院者との面会）

１） 聞き取れない、聞き取りにくい、聞き洩らした
　入院中の方によっては薬の副作用等によって発語が困難な状態になっていることがあります。話したいことが
あって面会を希望されているわけですからうまく話して精神科アドボケイトに思いを伝えたいことでしょう。自分の言
葉が聞き取りにくいだろうことはご本人がわかっておられる場合もあり、ご本人がいちばんもどかしい思いをされて
いるかもしれません。
　ですから精神科アドボケイトはどのような状態であっても「まずはじっくりとお話をうかがいます」ということを言葉
と態度で示すことが重要です。つまり、言葉で伝えつつ例えば身を乗り出す、メモを手元に用意する、発語を急か
さないように落ち着いて待つなどといった行動で焦らなくてよいことを示します。
　重要なところでは聞き間違いは避けたいので発言をなぞるようにオウム返ししたり、「こういうお話で､あってます
か」、「聞き洩らししていることがあるかもしれませんので確認させてください」などと聞き直したりしても構いません。
手元に用意したメモ帳で筆談するのもいいかもしれません。面会の最後に当日のやりとりの要点をご本人に伝え
て確認してもらってもよいかと思います。
　それでも聞き漏らしたりすることはあるかもしれません。完璧を期するよりは後でパートナーと状況を共有し次の
面会、手紙、電話等次につなげたり、手段を広げたりできますので安心して面会に臨みます。

2） 自分の仕事との境界に悩む
　相談内容によっては、どこまで動いたらいいのかわからなくなったり、自分が動いた方が早いと思ってしまったり
することがあるかもしれません。重要なのはあくまでも「誘導」や「代行」ではなく入院中の方ご本人の選択と行動
ということです。精神科アドボケイトの職能、経験が面会時にご本人によくない影響を及ぼすのではないかと問題
意識をもっておくことはだいじなことです。その「苦しみ」は面会活動をより実りあるものにします。
　面会活動に期待されることを思い返してみると、一つは入院中の方のエンパワメントによるセルフアドボカシー
（自身のニーズや要望などを適切に伝え、自身のことについての意思決定に積極的にかかわること）の促進ならび

に必要な資源・支援へのアクセスです。外部の社会資源にご本人の選択で契約したり利用したりできればいいの
ですが、できない場合でも、必要な情報や支援を病院職員にしてもらえるよう、ご本人が自分の意思を表明できる
ようになれば事態は好転します。その際、精神科アドボケイトのもつ専門的な知識が役立つことは十分考えられま
す。そして、そのプロセスで病院職員が適切な動きをしてくれるようになれば、その経験から他の入院中の方にも
同じように支援してもらえるかもしれません。
　面会活動におもむく者は常にそのことを自覚し、その目的のために自身の職能、経験を発揮していただければ、
と考えます。

3） 精神科アドボケイトの役割の範囲を超えることを頼まれた
　「○○を買ってきてほしい」、「主治医に退院したいと伝えてほしい」など、精神科アドボケイトではできない、そし
てすべきでないことを頼まれることがあります。精神科アドボケイトにとってはとても悩ましい依頼です。主治医に退
院できるよう言ってほしいと言われた場合などでは、ご自身で退院を言ったがだめだったのか、精神科アドボケイト
が伝えたら退院OKになるとも思えないし、代行することでご本人の主体的行動の機会を奪うことになるのでは、
依頼を断ることでご本人との関係性をこわしてしまうことになるのでは等々いろいろ考えてしまいますが、まずは落
ち着きます。
　ご本人の発言にもどって問題をほぐしていきます。最初に、「退院したいと主治医に伝えてほしいということです
ね」など、ご本人の発言を確認し、それまでの経過についても「退院したいと思われるのはどういうことがあったか
らですか」と尋ねてみます。さらに精神科アドボケイトに代行を依頼する理由、例えば「退院要求の代行を依頼さ
れる理由はどういったことからですか？」、「ご自身で退院の希望を伝えたことはありますか？主治医はどういう反応
でしたか？」など、より深く聴いていきます。このように精神科アドボケイトが一緒に考えるうちに問題が整理されるか
もしれません。整理されるということは、問題解決への一歩前進を意味します。面会のパートナーも含めて一緒に
考えるのもよいでしょう。
　精神科アドボケイトは結論としては、セルフアドボカシー促進のために「代行」よりもご自身が要望を述べられるよ
うに支援するということが望ましいのです。しかし、入院中の方ご自身で主治医などに要望を伝えることが難しい
場合は、診察等の場に精神科アドボケイトが「同席」すれば言いやすくなりますか、と提案してみるのも一つの方
法です。「困ったことを言う」のは「困っている」からです。一緒に考えご本人の力にしていく機会となれば、と考え
ます。

4） 怒っている入院中の方に対応しないといけなかった
　面会する入院中の方が、面会の最初から怒っている場合は、精神科アドボケイトのほうに理由があって怒って
いるのではないと思われます。危険があるほどの怒りであれば病院側が（事前を含めて）対応するでしょう。そのう
えでご本人は精神科アドボケイトに会って話したいということかと思われます。
　切実な問題、困難に待ったなしで直面しているときには激しい感情を伴うことも多いかもしれません。可能ならば
とにかく席について「お話を聴きます」ということをご本人に示します。その怒り（ゆえに）に隠されたニーズを理解し
共感しようとする精神科アドボケイトの姿勢はきっと伝わります。まずは、「何かあったのですか？」、「怒っておられる
ようにお見受けしますが、どうされたのですか」などと状況をお聴きします。話しているうちに落ち着かれることもあ
ります。
　24時間365日怒っている方はおられません。しかしその場でできることはいずれにしても限られていますので、無
理せず次の面会等につなげることを考えてその日の面会を終えても構いません。

5） 話が続かない、イエス・ノーしか答えてくれない

　饒舌な方もいれば寡黙な方もおられますし、饒舌な時もあれば寡黙な時もあります。病状や体調の問題、副作
用の問題があるかもしれません。初対面で緊張しているのかもしれません。精神科アドボケイトに何か感じておら
れるのかもしれません。「怒り」と同じく「寡黙」にも何らかのニーズが隠されている可能性があります。面会を要望
されたのですから何らかの動機があるはずです。まず面会を希望されたことについては労いと「お礼」を伝える、
「お会いできてうれしい」と言ってみるのもいいかと思います。急かさず、事前にお聞きしているご要望について確
認の質問をいくつか、してみます。さらに養成講座の「面会の引き出し（p.27）」にある質問をすることで、どのような
方なのか、理解を深めることができます。
　ご本人の反応を見ながら、つらそうであったり体調の問題がありそうだったりすれば無理せず面会を終えても
構いません。次につなげるため、ご希望があれば聞き、面会以外の方法もあることを伝え、資料などをお渡しして
おきます。

6） 要望だけ言って、立ち去られた
　独特の表現をされる方かもしれません。いろいろ理由を考えることはできますが、精神科アドボケイトは入院中の
方のペースを尊重して面会活動をすべきなので、ご本人の行動様式を尊重します。もしかしたら戻って来られるか
もしれないので少し待ってみます。戻ってこられなければ病院職員にご本人への取次を依頼してみますが、ご本
人がそれでも戻ってこられなければ面会の終了を病院スタッフに告げ、名刺と資料、それにできればお別れの挨
拶を書いたメモを渡してもらえるよう依頼します。

7） 名前をきかれたら答えているが、めずらしい名前なのでためらう
　精神科アドボケイトは基本的にまず名を名乗り、名刺を渡して自己紹介します。その場合さまざまな理由で本名
を名乗りたくない場合は「活動名」を決めておいてそれを名乗るようにすることができます。ほかにも、自分の勤務
先など行きたくない地域や病院がある場合は予め事務局に伝えて配慮してもらうこともできます。

8） 退院したいと言うが、具体的な行動をとろうとしない
　退院にむけてどういう具体的な行動が必要かというのは考えてみればたくさんの課題がありそうです。またそれ
は個別性もありその方に必要で具体的なことはご本人の主体的な選択が基本となります。ご本人の意向が尊重
されないまま他者がよかれと思って「動かす」ことは望ましいことではありません。
　まず、もっとたくさんの対話が必要なのではないでしょうか。「退院したい」と一言で言ってもさまざまな個別の背
景と課題があることが想像できます。「ほんとうは退院したくない」こともあり得ます。退院によって始まる新しい生
活がどのようなものか一緒にイメージしてみると、楽しいことだけでなく、大変なこと、面倒なこと、そして不安なことも
見えてくるかもしれません。そうして課題が整理され具体化してきたときには病院職員の方たちにもおおいに協力
していただきます。

9） 答えられない質問をされた
　答えられない質問には、2種類あります。7）にあるように精神科アドボケイトのプライバシーに関わること、あるい
は他の入院者の情報など、答はわかっているが、答えるわけにはいかないもの、そしてもう一つは、どうして退院で
きないのか、なぜ自分はこんな目にあわないといけないのかなど、答そのものがわからないものです。
　前者の答えるわけにはいかない質問に対しては、答えられる範囲で答えます。たとえば、住んでいる所は、「大
阪なので、そんなに遠くないんですよ」など、自分のプライバシーを守れるように、差し支えない程度に答えてくださ
い。あるいは、まったく答えたくない場合や、他の入院者の情報のように答えてはいけない場合は、「すみません。そ
ういうことはお教えできないことになっています」と丁寧に断ります。

　後者の答がわからない質問に対しては、正直に「私にも、どうしてだかわかりません」と答えて構いません。ただ、
相談内容に関わる重要な質問の場合は、わからないと伝えるだけでなく、一緒に考えてみるという提案をするとい
いでしょう。「どうして主治医は退院させられないと思っているのでしょうかね」、「どんなひどい目にあったのですか。
そういうとき、どうしたらいいか一緒に考えてみます」など、入院者の気持ちに寄り添いながら、一緒に答を探して
いってください。

10） 説明したことをどれだけ理解してもらえたか不安になる
　求めがあって面会し、傾聴しつつ情報提供などしたりするわけですが、適切な支援ができたかどうか、これは多
くの精神科アドボケイトが思い悩むことです。理解してもらえたか、はまさしく入院中の方ご本人のことなので、理解
の仕方もご本人の個別性によります。
　いずれにしても適切な支援ができたのか、理解してもらえたのかについてはその場だけではなく少し時間をか
けながら検証する必要があります。また、不安を残して面会活動を終えたときはその不安ごと事務局に報告してく
ださい。事務局でも検討しますし、必要に応じて、次の精神科アドボケイトに申し送りします。また、面会交流会のよ
うな場でお互いの経験や気持ちを語り合ってみてください。結果を急がず急かさず着実に大勢の知恵と力で支
援を続けていきます。

11） オンラインの場合、面会している入院中の方の状況がわからない
　コロナ禍をきっかけとしたオンライン面会ですが、オンライン面会の限界もいろいろわかってきました。ご本人の状
況がわかりにくいというのもまさにそのひとつです。近くに職員がいて話しにくいことも考えられます。オンライン面会
をするときは、ご本人が今どういう状況で話しているのかを最初に確認しておくことが重要です。「そばに職員さん
がいますか。この会話は他者に聞かれていますか」などわざと聞こえるように言ってみるのもいい方法です。可能
ならば職員さんに、「秘密保持の観点から、できればおひとりの環境でお話ししたい」と伝えてみます。
　いずれにしてもオンライン面会では資料をお渡ししたりすることもできませんので、本来は直接面会が望ましいの
です。しかしながら、全く面会を許可しないという病院が多いなか、オンライン面会に応じてくださった病院側の姿
勢も評価するべきですし、画面上であっても、顔を見ながらいろいろなお話しができます。

4． 面会後

1） 自分の接し方でよかったのか悩む
　どのように対応したらよかったのかは入院中の方の状況により異なります。不安に感じたことは、面会時の記録
に残し事務局へも相談してください。また、人権センターでは、個別面会活動経験者が集まる交流会を企画し定
期的に開催しています。他の精神科アドボケイトの方々がどのような接し方をしているのか事例検討、意見交換な
どを行っていくことでよき学び・経験につながります。

2） 弁護士につないだほうがいいか迷う
　法律がからむ問題など弁護士につないだ方がいいと思える相談を受けることもあります。ご本人が弁護士に依
頼したいと言われることもあるかもしれません。
　弁護士会では積極的に入院中の方の人権擁護に取り組んでおられます。精神科アドボケイトが弁護士会（大
阪の場合は「ひまわり」）をご案内することもあります。案件によって、精神科アドボケイトが弁護士につなぐことを提
案したほうがいいか迷ったときは、事務局にその迷いも含めて報告してください。いただいた報告を事務局で検討
判断します。精神科アドボケイトを事務局がバックアップしますのでご安心ください。

3） 気持ちの切替えに苦労する
　面会で抱いた違和感や不全感などは、面会終了後、パートナーと意見交換することで、いくぶんか整理できるこ
ともありますし、面会時の記録を作成する際にしっかりと振返り、言語化します。言語化することで自分の考えてい
ることもはっきりするため気持ちの切替えに役立ちます。それでも苦労する場合などは、交流会で他の精神科アド
ボケイトの方たちと事例検討・意見交換など行います。

4） 本来の面会対象者でない方から、相談を受けた
　面会対象者の方との面会が優先であることをその相談者に説明してください。同日お話を聞ける時間がない
場合も多いため、当センターの電話相談先へ相談いただけるように伝えてください。その際、相談者の名前や病
院名・病棟名・相談したい概要などを確認して事務局へ記録などで伝えておくと電話相談時に照会ができます。
その場の状況にもよりますので臨機応変の対応になることもありますが、新たな面会対象者になりうる方かもしれま
せんので、だいじに対応してください。
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